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資料１



健康横浜２１推進会議運営要綱 

 制 定 平成 24年 3月 1日健保事第 3964号（局長決裁） 

最近改正 令和５年３月 24日健保事第 3956号（局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市附属機関設置条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第

49号）第４条の規定に基づき、健康横浜２１推進会議（以下、「推進会議」と

いう。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事

務の細目については、次に掲げるものとする。 

(1) 健康増進計画である健康横浜２１（以下、「健康横浜２１」という。）の

推進に関すること。 

(2) 健康横浜２１の評価・策定に関すること。

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者

(2) 保健医療専門家

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業等の各種団体の代表者

(4) マスメディアの代表者

２ 委員の任期は、５年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の代理は、認めないものとする。 

 （臨時委員） 

第４条 推進会議に、健康横浜２１の評価・策定や健康づくりに関する事項を

調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者

(2) 保健医療専門家

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業・各種団体の代表者等

３ 臨時委員は、第１項の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され
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たものとする。 

 

（会長） 

第５条 推進会議に会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を掌理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、推進会議の議長とする。 

３ 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は、会長の決するところによる。 

 

 （部会） 

第７条 健康横浜２１について調査審議するために部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長１人を置き、委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 第６条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条

中の「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と

読み替えるものとする。 

５ 部会の委員構成や議事内容等を踏まえ、推進会議の会長が認める範囲にお

いて、前項に基づく部会の決定を推進会議の決定に代えることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12年２月横浜市条例

第１号）第 31条の規定により、委員会の会議については、一般に公開するも

のとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第９条 会長又は部会長は、推進会議又は部会の会議の運営上必要があると認

めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提

出その他必要な協力を求めることができる。 

 



（庶務） 

第 10条 推進会議の庶務は、健康福祉局地域福祉保健部健康推進課において処

理する。 

 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、

会長が推進会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初の委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。また、最初の部会の会議は、会長が招集する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

食育推進検討部会設置要綱 

 

                                         

制定 令和３年３月 23 日健保事第 4009 号（局長決裁）  

最近改正 令和５年３月 24 日 健保事第 3956 号（局長決裁）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、食育の推進に関して専門的見地から検討するため、健康横浜２１推進

会議運営要綱（以下「要綱」という。）第７条第１項に基づき設置する「食育推進検討

部会」（以下「検討部会」という。）の運営に関し必要な事項について定めるものとする。  

 

（検討事項）  

第２条  検討部会は、次の事項について検討を行うものとする。  

（１）食育推進計画の策定に関する事項  

（２）食育の推進に関する事項  

（３）その他必要な事項  

 

（構成）  

第３条  検討部会は、要綱第７条第２項に基づき、健康横浜２１推進会議（以下「推進会議」

という。）の委員及び要綱第４条に基づき市長が任命した臨時委員のうちから推進会議

の会長が指名する者をもって組織する。  

 

（任期）  

第４条  委員の任期は２年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた時の補欠委員の任期は

前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

 

（部会長等）  

第５条  検討部会に部会長及び副部会長を置く。  

２ 部会長は、委員の互選によりこれを定める。副部会長は、委員の中から部会長が指名

する。  

３ 部会長は、検討部会を代表し、会務を掌理する。  

４ 副部会長は、部会長が欠けたとき、その職務を代理する。  

 

（会議）  

第６条  検討部会の会議は、部会長が招集する。ただし、委員任命後、部会長選出前の検討

部会の会議は、推進会議の会長が招集する。  

２ 部会長は、検討部会の会議の議長とする。  

３ 検討部会は、委員の過半数の出席により開催する。  

４ 検討部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、検討部
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会の部会長の決するところによる。  

５ 検討部会を欠席する予定の委員は、第２条に関する意見を書面により事前に提出する

ことができる。  

 

（会議の公開）  

第７条  横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号）  

第 31 条の規定により、検討部会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、

委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。  

 

（意見の聴取等）  

第８条  部会長は、検討部会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、そ  

の意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。  

 

（推進会議への報告）  

第９条  検討部会は、会議内容を推進会議へ報告するものとする。  

 

（守秘義務）  

第 10 条 委員及び関係者は、検討部会の運営上知りえた秘密を厳守するとともに、これを

他に利用してはならない。  

 

（庶務）  

第 11 条 検討部会の庶務は、健康福祉局健康推進課において処理する。  

 

（委任）  

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、部会長が検討

会の会議に諮って定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

 この要綱は、令和３年３月 23 日から施行する。  

 

附 則  

（施行期日）  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ １ 日 
横浜市健康福祉局健康推進課 
相 鉄 ロ ー ゼ ン 株 式 会 社 

記 者 発 表 資 料 

「健康に配慮した食環境づくり」に向け 

横浜市と相鉄ローゼン株式会社が連携協定を締結します

横浜市と相鉄ローゼン株式会社は、市民の健康的な生活の実現を目的として、市民の健康づくり
及び誰もが自然に健康になれる食環境づくりに向けた取組を行うため、協定を締結します。 

１ 名称 
  横浜市と相鉄ローゼン株式会社との市民の健康づくり及び食環境づくりに係る連携に関する協定 
２ 連携内容 
（１）横浜市が実施する「健康横浜２１」に基づく事業の普及啓発に関する事項
（２）相鉄ローゼン株式会社が横浜市の区域内で行う、健康づくりに関する普及啓発に関する事項
（３）横浜市が推進する、誰もが自然に健康になれる食環境づくりに関する事項

働く世代や子育て世代の健康をサポートするため、また、男性の肥満者の割合は女性と比べて多
いという全国的な健康課題を踏まえ、30～50歳代の男性をターゲットとした、栄養バランスを考え
た「ハマの元気ごはん弁当」を販売します。 
１ 販売期間 

令和 5年 7月 1日（土）～７月末予定 
２ 商品名 

ハマの元気ごはん弁当
３ 価格 

646円（税込） 
４ 販売店舗 

そうてつローゼン全 51店舗（市内 26店舗） 

<ハマの元気ごはん弁当>

ハマの元気ごはん弁当
普段かつ丼や天丼などを食べている揚げ物が好きな男性でも手に取るような、 

『ハマの元気ごはん』の基準を満たし、栄養バランスが整っているお弁当です。 

主食（ごはん）、主菜（チキンカツ、から揚げ、ちくわ天）、副菜（煮物、野菜ステーキ、きんぴら、おひ

たし、キャベツの千切り、ミニトマト）がそろっているおすすめのお弁当です。 

 お楽しみに！ 
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お問合せ先 

【食環境づくりについて】横浜市健康福祉局健康推進課健康づくり担当課長 岩松 美樹  Tel 045-671-3376 

【商品について】    相鉄ローゼン株式会社 経営管理部      前原・富岡  Tel 045-319-7020 

 

横浜市が進めている健康増進計画「第 2 期健康横浜２１」及び第２期食育推進計画最終評価の結
果では、栄養バランスよく食べる人の割合は、策定時の 41.3％から 34.3％に減少しています。 
従来の取組は、栄養バランスのよい食事の重要性について、市民への情報提供による啓発が中心

であったため、今後は栄養バランスのよい食事がとれるような環境を整えていくことが必要と考え、
令和４年度から産学官で連携し、「相鉄ローゼン株式会社」を含む複数の食品関連事業者や、「国立大
学法人お茶の水女子大学」等の学識経験者が参加した横浜市食環境整備検討会を開始しました。検
討会では、「中食（なかしょく）」（お弁当や総菜等）に重点を置いた取組や、量と質を兼ね備えた栄
養バランスのよい 1 食あたりの栄養価の基準（ハマの元気ごはん）を検討しました。今後、検討会
に参加している他の企業の皆様とも取組を進めます。 

 

『ハマの元気ごはん』の基準 
① エネルギー：６５０～８５０kcal 
② 主食（ご飯 150～２００ｇ）、主菜（肉・魚・卵・大豆製品）、副菜（140ｇ以上）が揃っている 

※副菜：野菜、いも類、きのこ類、海藻類 
③ 脂質のエネルギー比（脂質 20～30％） 
④ 食塩相当量 3.5g 未満 

 

令和５年度は食環境づくりを効果的に進めるため、国立大学法人お茶の水女子大学と連携し、 
横浜市の中食の現状を把握します。具体的には、スーパーを利用する年代層やエネルギー、野菜量、
食塩相当量等の 1食あたりの平均値、販売に係る店内表示等について確認する予定です。 
市民の健康づくりのため、食品関連事業者の皆様には、ぜひ調査への御協力をお願いします。 

 

















令和5年度　食環境づくりスケジュール 資料４

令和5年度

４～５月 ６月 ７月 8月 ９月 10月

モデル事業
(バランス弁
当)

・弁当の内容
検討
・商品の決定

・記者発表
・試食会

アンケート
集計

効果検証

横浜市の中
食の状況を
確認

現状調査
（ベースライン）

検討会 ５/17
○モデル事
業の進捗確
認
○6年度以降
の食環境づく
りの枠組み検
討

７/19
○モデル事業
の進捗確認
○6年度以降
の食環境づく
りの枠組み検
討

10/20
○モデル事業
の効果検証
○6年度以降
の食環境づく
りの枠組（案）
完成予定

販売期間調整中



食環境づくり協力店の枠組みについて

＜目的＞
市民の誰もが自分にあった、健康的な食事を
選択できる環境を整えること
＜指標＞
栄養バランスのよい食事を選択できる環境づくりに
資する取組を行っている店舗数
＜枠組みの検討＞
食環境づくりに資する取組を行っている店舗の
登録基準の整備

資料５−１



取組内容 必須要件 詳細

健
康
応
援
メ
ニ
ュ
ー

バランス
メニュー
（55店舗）

定食又はセットメニューで、主食、主菜、副菜がそろっており、そ
れぞれが別の皿に盛られている。

※副菜は、野菜、いも類、きの
こ類、海藻類を主に使った料
理

野菜たっぷり
メニュー

（113店舗）

１人前で120g以上の野菜を使用している。 ※野菜には、いも類、きのこ類、
海藻類、こんにゃくは含まない

ヘルシー
オーダー
（37店舗）

次のａ、ｂのうち、１つまたは両方を実施する。
ａ お客様の要望に応じて主食の量を減らすことができる。
ｂ 調味料の量や種類（種類については健康に配慮した調味
料に限る。）をお客様が選択することができる。

栄養成分の表示
（18店舗）

提供する食事のエネルギーを表示する。

おすすめ朝食
メニューの提供

（14店舗）

午前９時以前に、主食、主菜、副菜がそろった朝食限定の定食
またはセットメニューを提供している。

よこはま健康応援団



食環境づくり協力店の枠組み（ハマの元気ごはん協力店）
取組内容

★★★

1商品で栄養バランスが整った弁当の提供
①エネルギー：650～850kcal
②主食（150～200ｇ）＋主菜＋副菜（140ｇ以上）がそろっている。
③脂質のエネルギー比（脂質20～30％）
④食塩摂取量　３．５g未満
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

1商品で栄養バランスが整った弁当の提供
①エネルギー：450～650kcal未満
②主食（150～180ｇ）＋主菜＋副菜（140ｇ以上）がそろっている。
③脂質のエネルギー比（脂質20～30％）
④食塩摂取量　３．０g未満
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

★★

1商品で栄養バランスが整った弁当の提供
①エネルギー：650～850kcal
②主食（150～200ｇ）＋主菜＋副菜（140ｇ以上）がそろっている。
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

1商品で栄養バランスが整った弁当の提供
①エネルギー：450～650kcal未満
②主食（150～180ｇ）＋主菜＋副菜（140ｇ以上）がそろっている。
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

★★

★

★★

★★

★

★★★

★★

★

１食 1⾷分の⾷事という意味
1商品 1つの商品（お弁当、単品の惣菜（サラダ、煮物、焼き⿂等））

＜1食、１商品の言葉の使い分けと考え方＞

※外食については、中食の枠組みを検討後、中食の基準に準じて設定する予定です

塩分控えめ
（食塩摂取量の減
少）

基準
栄養バランス

野菜たっぷり
ベジアップ
(野菜摂取の向上）

1商品あたり副菜140ｇ以上の商品を提供
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

１商品あたり、副菜７０ｇ以上の商品を提供
※副菜は、野菜・いも類・きのこ類・海藻類・こんにゃくを主に使った料理

1商品あたり３ｇ未満（650kcal未満の場合）
1商品あたり3.5ｇ未満（6５０kcal以上）の商品を提供

1食で栄養バランスが整ったセットメニューの提案をし、購入促進の取組を行っている。
組み合わせで栄養バ
ランス
（栄養バランスよく組
み合わせができる工
夫）

黄（主食）、赤（主菜）、緑（副菜）と表示され、商品が選びやすくなっている。

店内に栄養バランスの整った組み合わせのコツ等についてポスター掲示

単品の総菜の場合、１００ｇあたり１g以下の商品を提供

資料５‐２




